
議案第２９号 

 

 市道路線の認定について  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次のとおり市道の路線を

認定する。 

  平成３０年２月８日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

整理 

番号 

路 線 名 

起          点 

重要な経過地 

終          点 

１ 国吉田六丁目17号線 

静岡市駿河区国吉田六丁目1398番３地先 

――――― 

静岡市駿河区国吉田六丁目1397番18地先 

２ 与一五丁目７号線 

静岡市葵区与一五丁目170番６地先 

――――― 

静岡市葵区与一五丁目170番１地先 

３ 松富二丁目２号線 

静岡市葵区松富二丁目208番１地先 

――――― 

静岡市葵区松富二丁目87番１地先 

 ４ 

みずほ四・五丁目 

３号線 

静岡市駿河区みずほ四丁目７番10地先 

――――― 

静岡市駿河区みずほ五丁目13番26地先 

 ５ 駒越西二丁目５号線 

静岡市清水区駒越西二丁目2003番11地内 

――――― 

静岡市清水区駒越西二丁目2007番５地先 

 

 

 


